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国道１６８号は、和歌山県新宮
しんぐう

市を起点として、紀伊半島内陸部の

田辺
たな べ

市、奈良県十津川村、五條
ごじょう

市を経て、大阪府枚方
ひらかた

市に至る総延長

約１７０ｋｍの幹線道路で、紀伊半島内陸地域の生活道路として、ま

た産業・観光を支援する道路として重要な役割を担っています。 
このうち、五條市以南は、未改良区間（線形不良・幅員狭小）が多

く、大部分が異常気象時通行規制区間となっているため、和歌山県・

奈良県において順次整備を行っています。特に県境付近では、地形条

件が厳しく、トンネルや橋梁が連続する構造で、高度な技術を要する

ことから、国土交通省権限代行事業として、安定した交通の確保、生

活の利便性向上、地域の活性化等を目的に、「一般国道１６８号 十津
川道路」として整備を推進しています。 
また、奈良県五條市から和歌山県新宮市間の延長約１３０㎞につい

ては、平成６年に「五條新宮道路」として地域高規格道路の計画路線

に指定されました。「五條新宮道路」は、京奈和自動車道（京都市～和

歌山市）及び近畿自動車道紀勢
きせ い

線（大阪府松原
まつばら

市～和歌山県～三重伊

勢自動車道勢和
せい わ

多気
た き

ＩＣ）と一体となって、広域ネットワークを形成

し、太平洋沿岸部と紀伊半島内陸部を南北に結ぶとともに、奈良県五

條市と和歌山県新宮市の連携強化・交流促進を図ります。 
 
 

事 業 の 目 的 
○ 安定した交通の確保、災害時の交通確保 

○ 交通安全の確保  ○生活の利便性向上 ○地域活性化の支援 
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・ 起終点    自）奈良県吉野
よ し の

郡十津川
と つ か わ

村大字平谷
ひらだに

 

至）奈良県吉野
よ し の

郡十津川
と つ か わ

村大字小原
お は ら

 
・ 計画延長   Ｌ＝６．０ｋｍ 
・ 幅員     Ｗ＝８．５ｍ 
・ 構造規格   第３種第２級 
・ 設計速度   ６０ｋｍ／ｈ 
・ 車線数    ２車線 
・ 全体事業費  約２８０億円 
・ 計画図 

 
・ 標準断面図 

   
 ▲橋 梁 部 ▲トンネル部 

計 画 の 概 要 
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１．事業の経緯 

・平成 ６年度  地域高規格道路「五條
ごじょう

新宮
しんぐう

道路」計画路線に指定 

・平成 ８年度 事業化 

・平成１２年度 用地着手 

・平成１４年度 工事着手 

 
２．事業の進捗（平成１６年度末現在） 
   ・事業進捗    ９％（事業費ベース） 

   ・用地取得  ８７％（面積ベース） 

    
３．関係機関との調整等 

平成８年度の事業化後、動植物の調査や地質調査、並びにト

ンネル等から出る土の処分場所の選定などを行うとともに、地

元設計協議及び幅杭の設置を実施しました。 

 今後も調査並びに関係自治体や公安委員会等との協議を継続

するとともに残る用地について、早期に用地取得を完了させる

ため、地元と交渉を継続します。 

 

事業の経緯及び進捗状況 
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１．社会的背景 

【沿線市村の人口】 

・十津川道路の沿線の十津川村及び隣接する五條
ごじょう

市（旧大塔
おおとう

村域）、

田辺
たな べ

市（旧本宮
ほんぐう

町域）の人口は、減少傾向にあります。 

 

 沿線市村の人口の推移（Ｈ２を１．００として指数化）            
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出典：国勢調査（総務省統計局）、将来推計人口（国立社会保障･人口問題研究所） 

【自動車保有台数の推移】 

・沿線地域における人口あたりの自動車保有台数は、全ての市村で

近畿平均値を上回っており、自動車への依存度が高い地域となっ

ています。 

 沿線市村の自動車保有台数の推移 

  

（台／千人）

401
459 493 503

958 974 1,012 1,158

680
773

858 873
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近畿 五條市(旧大塔村) 十津川村

 
 出典：自動車保有車両数月報（自動車検査登録協力会）、軽自動車車両数（全国軽自動車協会連合会） 

事業を取り巻く社会状況 
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【盛んな観光業】 

・十津川村は、かけ流しで有名な「十津川
と つ か わ

温泉郷
おんせんきょう

」、長さ日本一の 

「谷
たに

瀬
せ

のつり橋」などの観光資源に恵まれ、豊かな自然を生かし 

た観光業が盛んな村で、沿線市村の中でもサービス業就業者が、 

高い比率を示しています。 
 

         沿線市村の産業別就業者構成比（平成１２年） 
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出典：国勢調査、奈良県勢要覧 

 

  

 ▲十津川温泉 ▲谷瀬
たに せ

の吊り橋（延長 297m） 
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【観光入込客の状況】 

・旧本宮
ほんぐう

町への観光客数は世界遺産登録年である平成１６年に飛躍

的な伸びを示していますが、十津川村への観光客数は微減傾向に

あります。 

             観光入込客数の推移 

（千人）

384

602 594 593 602

334347352356

1,151

0

200
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十津川地域

田辺市
（旧本宮町）

  出典：奈良県勢要覧、十津川村役場資料、和歌山県観光客動態調査報告書 

【現道の交通規制状況】 

・土砂崩落、降雨による通行止めが頻発し、周辺地域の幹線道路で

ある国道１６８号の交通が安定して確保されていません。 
土砂崩落・降雨による通行止め状況 

（国道１６８号十津川村平谷
ひらだに

～小原
お は ら

間） 
  土砂崩落 降  雨 

 発生年月 通行止日数  発生年度 通行止日数 

●１ Ｈ１２. ６ ６ ■１ Ｈ１２年度 ３ 

●２ Ｈ１２. ９ ７ ■２ Ｈ１３年度 

●３ Ｈ１２.１０ １ ■３ Ｈ１４年度 

●４ Ｈ１４. ７ ３ ■４ Ｈ１５年度 

４ 

１ 

２ 

●５ Ｈ１７. ８ １ ■５ Ｈ１６年度 １０ 

●６ Ｈ１７.１０ １ ■６ Ｈ１７年度 ２ 

出典：奈良県土木部資料 

   

 

 

 

    土砂崩落による通行止め 

  （平成１７年１０月                                 

      十津川村小原
お は ら

） 
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【現道の交通状況】 

・国道１６８号は、幅員が狭く車両同士のすれ違いが困難で、見通 

しの悪いカーブが多数存在します。 

また、現道の両側には急崖が迫っており、落石・岩石崩壊要対策 

箇所が多数存在しています。 

現道の道路状況 

   

 ▲すれ違い困難状況 ▲連続する見通しの悪いカーブ 

 
 

  

 ▲現道に迫る急崖       ▲落石・岩石崩壊対策箇所 
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２．周辺の主な計画 

・十津川村では、｢豊かな緑｣｢清らかな清流｣｢歴史ある古道｣｢ほんもの 

の温泉｣を合言葉に、観光振興に積極的に取り組まれています。 

・一昨年、各地で温泉の表示などを巡るトラブルが相次ぐ中、平成１

６年６月に十津川温泉郷が「源泉かけ流し宣言」を行い、注目を集

めました。 

・また、平成１７年１１月には国土交通省施策の「観光地域実践プラ 

ン」に「『紀伊山地の霊場と参詣道』広域連携観光交流空間推進協

議会｣が選定され、地域の自助努力による観光地域づくりの後押し、

ハード・ソフト施策の支援、民間事業者が実施する事業の支援を行

っています。 

 
出典：奈良県世界遺産登録記念フェスタ 2005 イベントガイド 
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３．地域における計画 

十津川道路は、下記の計画に位置付けられています。 

・奈良県新総合計画後期実施計画（平成１３年３月、奈良県） 

 南和
なん わ

地域と和歌山県新宮
しんぐう

地域の交流の推進 

・なら・半日交通圏道路網構想（平成１１年６月、奈良県） 

 県内市町村の中心地どうしを２時間以内で結ぶための主要道路ネッ 

トワークに位置付け 

 
 
事業促進を要望する団体等 

期成同盟会等名称 会長 主な構成メンバー 

道路整備促進期成同盟 

会奈良県協議会 
調整中 

奈良県全域 12 市 15 町 12 村 

計３９市町村 

内吉野土木協議会 五條市長 
五條市、野迫川村、十津川村 

計３市村 

奈良県国道連絡会 橿原市長 

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、 

五條市、御所市、生駒市、香芝市、桜井市、葛城市、 

三郷町、斑鳩
いかるが

町、川西町、三宅町、田原本町、王寺町、

山添村、十津川村、東吉野村、吉野町、下市町、 

天川村、下北山村、上北山村、川上村、黒滝村、 

御杖村、高取町、明日香村、河合町、大淀町、上牧町 

計３３市町村 

国道１６８号（五條・新宮 

間）整備促進協議会 
新宮市長 

和歌山県 新宮市、田辺市、那智勝浦町、太地町、 

       北山村 

奈良県   五條市、十津川村、野迫川村 

三重県   熊野市、紀宝町、御浜町 

計１１市町村 

国道１６８号（十津川～本 

宮間）整備促進協議会 
十津川村長

十津川村、田辺市 

計２市村 

奈良県道路利用者会議 
奈良県バス

協会会長 

バス協会・タクシー協会、トラック協会等 

計１７団体 
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最近の動向 
 平成１５年１１月 国道１６８号（五條・新宮間）整備促進協議会 

が、十津川道路の整備促進を決議 
 平成１６年 １月 十津川村長、十津川村議会議長より、十津川道 

路の整備促進を要望 
 平成１６年 ９月 国道１６８号（十津川～本宮間）整備促進協議 

会より、十津川道路の整備促進を要望  
 平成１７年１０月 国道１６８号（十津川～本宮間）整備促進協議 

会より、十津川道路の整備促進を要望 
平成１７年１１月 国道１６８号（五條・新宮間）整備促進協議会 

が、十津川道路の整備促進を要望 
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１．生活の利便性向上 

十津川道路の開通により、線形不良、幅員狭小の解消に加え、走 

行距離が短縮されることにより、所要時間短縮が見込まれます。 

 特に、村内依存度の高い十津川村にとって、最大集落である平谷か

ら公共施設が集中する小原間がスムーズに移動できるようになります。 

 

十津川村平谷
ひらだに

～小原
お は ら

間の所要時間、走行距離 

32分

10分

0 5 10 15 20 25 30 35

整備後

整備前 10.3km

8.1km

0 2 4 6 8 10 12

整備後

整備前

 

事 業 の 整 備 効 果 

ひら だに 

お  はら 
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２．安定した交通の確保 

現道における異常気象時の交通規制や崩土などによる通行止めが

発生しても十津川道路の開通により、安全で安定した交通が確保さ

れます。 

 また、地域住民にとっては、高度医療施設への利便性が向上し、い

つでも安心して救急医療の受診や通院を行うことが可能となります。 
 

 
▲ 十津川温泉～村役場間通行止め時のルート図 

 

 

 

 

 

十津川温泉～県立五條
ごじょう

病院間の所要時間、走行距離 

 

 

 

 

 

十津川村役場～新宮
しんぐう

市立医療センター間の所要時間、走行距離 

133km 

227分 

225km 

341分 

整備前（迂回ルート） 

所要時間：２２７分 

距 離：１３３ｋｍ 

整 備 後 

所要時間：１４４分 

距 離：７６ｋｍ 

８３分短縮 

 

 

整備前（迂回ルート） 

所要時間：３４１分 

距 離：２２５ｋｍ 

整 備 後 

所要時間：１２１分 

距 離：６６ｋｍ 

２２０分短縮 

 

 

ごじょう 

しんぐう 
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３．交通安全の確保 

十津川道路と並行する現道は、歩道が未整備であり、歩行者や自

転車が狭い車道を通行している状況です。 

 十津川道路の整備により、通過交通が現道から十津川道路に転換

し、歩行者や自転車の安全な通行が確保できます。 

 

  
 ▲現況断面図 ▲将来断面図 

 

           現道の通行状況 

  
 ▲車道端ですれ違う通学生 ▲すれ違いが困難な現道 
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４．災害時の交通確保 

国道１６８号は、災害時の緊急輸送道路に指定されており、東南

海地震などにより太平洋沿岸部道路が通行止めになった場合の代替

路線を形成し、救助や物流ルートを確保します。 

 
▲東南海＋南海地震による海岸の津波の高さ（満潮時） 

 

 
▲緊急輸送道路網・・（奈良県、和歌山県緊急輸送道路ネットワーク計画） 
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５．規格の高い道路の整備による地域活性化支援 

 高規格幹線道路の京奈和自動車道とあわせ十津川道路を含む地域

高規格道路の五條
ごじょう

新宮
しんぐう

道路が整備されることにより、奈良市中心（奈

良県庁）から十津川温泉までの所要時間が２時間以内に短縮され、

「なら・半日交通圏道路網構想」の実現に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県庁～十津川温泉間の所要時間 

285分

117分

0 60 120 180 240 300

整備後

整備前

 

所要時間が 

約 6 割短縮!!
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路  線  名 一般国道１６８号 

事  業  名 十 津 川 道 路 

延 長 ６．０ｋｍ 
 
□便益 
 走 行 時 間 

短 縮 便 益 

走 行 経 費

減 少 便 益

交 通 事 故

減 少 便 益
合 計 

基 準 年 平成１７年度 

基 準 年 

に お け る 

現 在 価 値 

272億円 14億円 3億円 ２８９億円 ･･･（Ｂ） 

 
□費用 
 事 業 費 維 持 管 理 費 合 計 

基 準 年 平成１７年度 

単 純 合 計 257億円 13億円 ２７０億円 

基 準 年 

に お け る 

現 在 価 値 

223億円 4億円 ２２７億円 ･･･（Ｃ） 

 
□算定結果 
費用便益比（ＣＢＲ） 

Ｂ／Ｃ＝               

   ＝１．３               

 
 
 
 
 
 

費用便益分析の結果（事業全体） 

 便益の現在価値の合計（Ｂ） 

 費用の現在価値の合計（Ｃ） 

２８９億円 
２２７億円 

＝
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路  線  名 一般国道１６８号 

事  業  名 十 津 川 道 路 

延 長 ６．０ｋｍ 
 
□便益 
 走 行 時 間 

短 縮 便 益 

走 行 経 費

減 少 便 益

交 通 事 故

減 少 便 益
合 計 

基 準 年 平成１７年度 

基 準 年 

に お け る 

現 在 価 値 

272億円 14億円 3億円 ２８９億円 ･･･（Ｂ） 

 
□費用 
 事 業 費 維 持 管 理 費 合 計 

基 準 年 平成１７年度 

単 純 合 計 228億円 13億円 ２４１億円 

基 準 年 

に お け る 

現 在 価 値 

191億円 4億円 １９５億円 ･･･（Ｃ） 

 
□算定結果 
費用便益比（ＣＢＲ） 

Ｂ／Ｃ＝               

   ＝１．５               

 
 
 
 
 
 

費用便益分析の結果（残事業のみ） 

 便益の現在価値の合計（Ｂ） 

 費用の現在価値の合計（Ｃ） 

２８９億円 
１９５億円 

＝
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本道路の計画にあたっては、地形、周辺の土地利用状況、主要幹線 

道路等との接続、経済性等を勘案のうえ最適ルート及び道路構造を選 

定していることから、周辺の環境や景観の保全を図りながら、引き続 

き現計画に基づき事業を推進します。 

なお、施工にあたっては、建設発生土の有効活用、新技術・新工法 

の積極的な活用などによりコスト縮減に努めています。 

具体例としては、トンネル建設に伴い建設発生土が大量発生するこ

とから、地元自治体との協議に基づき、近隣渓谷部の埋立造成を行い、

運搬・処理コストの低減を図るとともに、埋立造成地については、今

後、地元自治体において有効活用を図る予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コスト縮減や代替案立案等の可能性 
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（１）事業の必要性等に関する視点からの見解 

十津川道路は、地域高規格道路の一部として位置付けられてお

り、紀伊半島内陸地域にとっては、新宮
しんぐう

市～五條
ごじょう

市を結ぶ唯一の

路線です。 

このため、生活道路、観光道路、緊急輸送道路としての役割を

一手に担っており、安全で安定した交通の確保、沿線地域の活性

化などが期待されることから、早期供用が求められています。 

なお、残事業の費用便益分析を行った結果、Ｂ／Ｃは１．５と

なっており、事業実施の必要性が高い事業であると考えます。 

 

（２）事業の進捗の見込みの視点からの見解（平成１６年度末現在） 

現在までに用地買収は、約８７％完了し、平成１４年度より一

部区間で工事を進めているところです。 

今後とも用地買収を進めるとともに、平成２０年代前半の部分

供用に向けて工事を推進していきます。 

 

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性による視点からの見解 

本道路の計画にあたっては、地形、周辺の土地利用状況、主要

幹線道路等との接続、経済性等を勘案のうえ最適ルート及び道路

構造を選定していることから、周辺の環境や景観の保全を図りな

がら、引き続き現計画に基づき事業を推進します。 

なお、施工にあたっては、建設発生土の有効活用、新技術・新 

工法の積極的な活用などによりコスト縮減に努めています。 

具体例としては、トンネル建設に伴い建設発生土が大量発生す 

ることから、地元自治体との協議に基づき、近隣渓谷部の埋立造 

成を行い、運搬・処理コストの低減を図るとともに、埋立造成地

については、今後、地元自治体において有効活用を図る予定です。 

 
 
 
 
 
 

対  応  方  針 
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◇ 対応方針（原案） 
【事業継続】 

一般国道１６８号は、地域の重要な生活・観光・緊急輸送道路 
として機能するとともに、紀伊半島内陸部の地域経済の発展と観 
光資源の開発の役割をも担う重要な道路です。 
その一部を形成する十津川道路は、十津川村中心部における安 

定した交通を確保するとともに、沿線地域の活性化を図るため、 
事業促進が求められています。 
今後とも、引き続き事業を推進し、平成２０年代前半の部分供

用を目指します。 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックリスト 



事業再評価に係る資料 

事業名 国道１６８号 十津川
と つ か わ

道路 事業種別 地域高規格道路

起終点 
起点）奈良県吉野

よしの

郡十津川
と つ か わ

村大字平谷
ひらだに

終点）奈良県吉野
よしの

郡十津川
と つ か わ

村大字小原
おはら 延長 ６．０ｋｍ

事業化 平成８年度 都市計画決定 － 

用地着手 平成１２年度 工事着手 平成１４年度 

事
業
の
概
要 

全体事業費 約２８０億円 

事
業
の
目
的 

国道１６８号は、和歌山県新宮
しんぐう

市を起点として、紀伊半島内陸部の田辺
たなべ

市、奈良県十津川村、五條
ごじょう

市を経て、大阪府枚方
ひらかた

市に至る総延長約１７０

ｋｍの幹線道路で、紀伊半島内陸地域の生活道路として、また産業・観光

を支援する道路として重要な役割を担っています。 

このうち、五條市以南は、未改良区間（線形不良・幅員狭小）が多く、

また全線の大部分が異常気象時通行規制区間となっているため、和歌山

県・奈良県において順次整備を行っています。特に県境付近では、地形条

件が厳しく、トンネルや橋梁が連続する構造で、高度な技術を要すること

から、国土交通省権限代行事業として、交通安全の確保、安定した交通の

確保、生活の利便性向上、地域の活性化を目的に、「一般国道１６８号 十

津川道路」として整備を推進しています。 

また、奈良県五條市から和歌山県新宮市間の延長約１３０㎞については、

平成６年に「五條新宮道路」として地域高規格道路の計画路線に指定され

ました。「五條新宮道路」は、京奈和自動車道（京都市～和歌山市）及び

近畿自動車道紀勢
きせい

線（大阪府松原
まつばら

市～和歌山県～三重伊勢自動車道勢和
せいわ

多気
た き

ＩＣ）と一体となって、広域ネットワークを形成し、太平洋沿岸部と

紀伊半島内陸部を南北に結ぶとともに、奈良県五條市と和歌山県新宮市の

連携強化・交流促進を図ります。 

位 
 
 
 
 

置 
 
 
 
 

図 

 



事業名 国道１６８号 十津川
と つ か わ

道路 事業種別 地域高規格道路

執行済み額 事業費：約２６億円（進捗率９％） 

事業の進捗状況  

 

 
 

・平成 ６年度  地域高規格道路「五條新宮道路」計画路線に指定 

・平成 ８年度 事業化 

・平成１２年度 用地着手 

・平成１４年度 工事着手 

 

【調査・設計・施工】 

・用地については、事業対象面積の約８７％が用地買収完了。 

・現在残る用地買収について継続して地元と交渉中。 

 

供用目標等今後の事業の見通し  

事 
 
 

業 
 
 

の 
 
 

進 
 
 

捗 
 
 

状 
 
 

況 

 

今後とも、引き続き事業を推進し、平成２０年代前半の部分 

供用を目指す。 



事業名 国道１６８号 十津川
と つ か わ

道路 事業種別 地域高規格道路

事 
 
 

業 
 
 

を 
 
 

め 
 
 

ぐ 
 
 

る 
 
 

社 
 
 

会 
 
 

情 
 
 

勢 
 
 

等 

客観的評価指標 

 
●現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率 

□現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度

の改善が期待される 

□現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の

踏切道の除却もしくは交通改善が期待される 

■現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線

が存在する 

□新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 

円滑なモビ

リティの確

保 

■第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセ

ス向上が見込まれる 

□重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 

■農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向

上が見込まれる 

物流効率化

の支援 

■現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ

輸送車が通行できない区間を解消する 

都市の再生 □都市再生プロジェクトを支援する事業である 

■地域高規格道路の位置づけあり 

■当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路

線を構成する 

□現道等における交通不能区間を解消する 

■現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する 

国土・地域

ネットワー

クの構築 

■日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 

□鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する 

■拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支

援する 

■主要な観光地へのアクセス向上が期待される 

１．活力 

個性ある地

域の形成 

□新規整備の公共公益施設へ直結する道路である 

□自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩

行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利

用空間を整備することにより、当該区間の歩行者･自転車の通行の快

適・安全性の向上が期待できる 

歩行者・自

転車のため

の生活空間

の形成 □交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成

する区間が新たにバリアフリー化される 

□対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り 無電柱化に

よる美しい

町並みの形

成 

□市外地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建

造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する 

２．暮らし 

安全で安心

できるくら

しの確保 

■二次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 

□現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合

において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等によ

り、当該区間の安全性の向上が期待できる 

３．安全 安全な生活

環境の確保 

□当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路であ

る場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間

が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行

者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に

歩道が設置される  



事業名 国道１６８号 十津川
と つ か わ

道路 事業種別 地域高規格道路

 

□近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～2箇所の道路寸断

で孤立化する集落を解消する 

■対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画

又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急

事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）

として位置づけあり 

■緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間

の代替路線を形成する 

■現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のあ

る老朽橋梁における通行規制等が解消される 

３．安全 災害への備

え 

■現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間

を解消する 

地球環境の

保全 
●対象道路の整備により削減される自動車からのＣＯ2排出量 

●現道等における自動車からのＮＯ2排出削減率 

●現道等における自動車からのSPM排出削減率 

□現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新

たに要請限度を下回ることが期待される区間がある 

４．環境 

生活環境の

改善保全 

□その他、環境や景観上の効果が期待される 

□関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 他のプロジ

ェクトとの

関係 
□他機関との連携プログラムに位置づけられている 

５．その他 

その他 □その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果

再評価実施時点における評価指標該当項目（定量的評価指標）  

事 
 
 

業 
 
 

を 
 
 

め 
 
 

ぐ 
 
 

る 
 
 

社 
 
 

会 
 
 

情 
 
 

勢 
 
 

等 

１．活力 ～円滑なモビリティの確保～ 

○現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率 

・国道１６８号現道区間の渋滞損失時間は９３，６０５人・時間／

年である。 

・当該事業により、渋滞損失時間は０人・時間／年となり、１０割

が削減される。 

・十津川村平谷～十津川村小原において約２２分間の時間短縮 

 

４．環境 ～地球環境の保全～ 

○対象道路の整備により削減される自動車からのＣＯ２排出量 

  ・ＣＯ２の排出削減量：約２，０１９ｔ／年 

 

４．環境 ～生活環境の改善・保全～ 

○現道等における自動車からのＮＯ２排出削減率 

・ＮＯ２の排出削減量：約１２．８ｔ／年、排出削減率約９割 

○現道等における自動車からのＳＰＭ排出削減率 

・ＳＰＭの排出削減量：約１．２ｔ／年、排出削減率約９割 



事業名 国道１６８号 十津川
と つ か わ

道路 事業種別 地域高規格道路

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  事
業
を
め
ぐ
る 

社
会
情
勢
等 

十津川道路の沿線の人口は、減少傾向にあり、沿線地域の活性化が求め

られている。また、沿線地域における人口あたりの自動車保有台数は、

全ての市村で近畿平均値を上回っており、自動車への依存度が高い。 

事
業
採
択
時
の
費
用
対 

効
果
分
析
の
要
因
の
変
化

【事業全体】 

○現在の費用便益比：Ｂ／Ｃ＝１．３ 

（基準年次：平成１７年、検討年次４０年間で算出） 

【残事業】 

○現在の費用便益比：Ｂ／Ｃ＝１．５ 

（基準年次：平成１７年、検討年次４０年間で算出） 

コ
ス
ト
縮
減
や
代
替
案 

立
案
等
の
可
能
性 

本道路の計画にあたっては、地形、周辺の土地利用状況、主要幹線 

道路等との接続、経済性等を勘案のうえ最適ルート及び道路構造を選 

定していることから、周辺の環境や景観の保全を図りながら、引き続 

き現計画に基づき事業を推進します。 

なお、施工にあたっては、建設発生土の有効活用、新技術・新工法 

の積極的な活用などによりコスト縮減に努めています。 

具体例としては、トンネル建設に伴い建設発生土が大量発生することか

ら、地元自治体との協議に基づき、近隣渓谷部の埋立造成を行い、運搬・

処理コストの低減を図るとともに、埋立造成地については、今後、地元

自治体において有効活用を図る予定です。 

地
方
公
共
団
体 

等
の
意
見 

・国道１６８号（五條・新宮間）整備促進協議会 

（奈良県五條市・十津川村・野迫川村、和歌山県新宮市・田辺市・

那智勝浦町・太地町・北山村、三重県熊野市・紀宝町・御浜町） 

＝十津川道路の整備促進を要望

・十津川村長、十津川村議会議長 

＝十津川道路の整備促進を要望

対
応
方
針 

（原 案）事業継続 

（理 由） 

 一般国道１６８号は、地域の重要な生活・観光・緊急輸送道路とし

て機能するとともに、紀伊半島内陸部の地域経済の発展と観光資源の

開発の役割も担う重要な道路です。 

 その一部を形成する十津川道路は、十津川村中心部における安定し

た交通を確保するとともに、沿線地域の活性化を図るため、事業促進

が求められています。 

 今後とも、引き続き事業を推進し、平成２０年代前半の部分供用を

目指します。 

 


